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茨木市

市決定案件

議第124号 北部大阪都市計画土地区画整理事業の変更

議第125号 北部大阪都市計画土地区画整理促進区域の変更

議第126号 北部大阪都市計画用途地域の変更

議第127号 北部大阪都市計画高度地区の変更

議第128号 北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更

議第129号 北部大阪都市計画道路の変更

議第130号 北部大阪都市計画公園の変更

議第131号 北部大阪都市計画地区計画の変更

府決定案件

府案件第43号 北部大阪都市計画都市高速鉄道の変更

府案件第44号 北部大阪都市計画道路の変更
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茨木市

１ 彩都事業の経過

２ 都市計画変更の必要性と目的

３ 都市計画変更案

４ 環境への影響

５ スケジュール

目次
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茨木市

茨木市箕面市

NNN

彩都西駅

中央東地区

山麓線エリア地区

中央西地区
（通称Ｃ区域）

１ 彩都事業の経過
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茨木市１ 彩都事業の経過

H ４年
当初都市計画決定

大阪都市圏近郊部の豊かな自然環境と調和した住宅供給住宅供給住宅供給住宅供給と研究開発等による特色ある
複合機能都市の形成を目指す

H ６年 住宅・都市整備公団（現在のＵＲ都市機構）施行による土地区画整理事業認可

H25年 UR都市機構が土地区画整理事業認可区域から彩都東部地区を除外

H27年

大阪府、茨木市や土地所有者等が「産業・業務系を中心とした土地利用ゾーニング」
など取りまとめ

中央東地区と山麓線エリア地区の都市計画変更・事業認可

H29年 大阪府が彩都モノレールの彩都西駅～東センター駅の区間を廃止する方針を決定

R１年

大阪府、茨木市や土地所有者等が「彩都東部地区の土地利用方針(案)及び
土地利用計画(案)」をとりまとめ

東部地区は人口減少社会や新名神高速道路の整備等を踏まえ、産業系産業系産業系産業系を中心とした
土地利用に転換

中央西地区（通称Ｃ区域）で土地区画整理準備組合が設立
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茨木市１ 彩都事業の経過

 土地利用方針(案)

～～～～ 『新たな価値を創造する複合機能都市の形成』～『新たな価値を創造する複合機能都市の形成』～『新たな価値を創造する複合機能都市の形成』～『新たな価値を創造する複合機能都市の形成』～
多様な価値観やニーズに応える、「産業」「健康」「環境」を柱としたまち

①①①① 大阪経済の発展に寄与するものづくり企業など大阪経済の発展に寄与するものづくり企業など大阪経済の発展に寄与するものづくり企業など大阪経済の発展に寄与するものづくり企業などの産業の産業の産業の産業
拠点拠点拠点拠点の形成の形成の形成の形成

②②②② 茨木市北部地域において、多様な世代の健康茨木市北部地域において、多様な世代の健康茨木市北部地域において、多様な世代の健康茨木市北部地域において、多様な世代の健康と安心なと安心なと安心なと安心な
生活生活生活生活をささえるまちづくりをささえるまちづくりをささえるまちづくりをささえるまちづくり

③③③③ 都市の低炭素化や豊かな自然を都市の低炭素化や豊かな自然を都市の低炭素化や豊かな自然を都市の低炭素化や豊かな自然を活かした環境活かした環境活かした環境活かした環境配慮型の配慮型の配慮型の配慮型の
まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり

＜彩都東部地区の土地利用方針（案）及び土地利用計画（案）＞＜彩都東部地区の土地利用方針（案）及び土地利用計画（案）＞＜彩都東部地区の土地利用方針（案）及び土地利用計画（案）＞＜彩都東部地区の土地利用方針（案）及び土地利用計画（案）＞
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茨木市１ 彩都事業の経過

＜彩都東部地区の土地利用方針（案）及び土地利用計画（案）＞＜彩都東部地区の土地利用方針（案）及び土地利用計画（案）＞＜彩都東部地区の土地利用方針（案）及び土地利用計画（案）＞＜彩都東部地区の土地利用方針（案）及び土地利用計画（案）＞

①産業集積区域①産業集積区域①産業集積区域①産業集積区域ⅠⅠⅠⅠ（約（約（約（約66ha66ha66ha66ha））））

 土地利用計画(案)

②産業集積区域②産業集積区域②産業集積区域②産業集積区域Ⅱ(Ⅱ(Ⅱ(Ⅱ(約約約約37ha37ha37ha37ha))))

• 周辺部に幅約30ｍの緑地や、総合公園等を整備（緑化率約28％）

緑地（約緑地（約緑地（約緑地（約79ha79ha79ha79ha））））④④④④ 公園公園公園公園

③広域・沿道型③広域・沿道型③広域・沿道型③広域・沿道型 商業・業務区域商業・業務区域商業・業務区域商業・業務区域((((約約約約20ha)20ha)20ha)20ha)

• 広域から集客できる複合的で時間消費型の商業施設等

• 北大阪地域の新たな地域拠点として賑わいを創出

• 製造・生産など大規模で幅広い用途の施設

• ものづくり産業や流通施設

• 茨木市北部地域の高齢化に配慮した
福祉・介護などの生活支援型サービス
施設

• 健康医療等の生活支援に資する産業・
研究開発施設
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茨木市２ 都市計画変更の必要性と目的

●●●●茨木市立地適正化計画（平成茨木市立地適正化計画（平成茨木市立地適正化計画（平成茨木市立地適正化計画（平成31313131年３月策定）年３月策定）年３月策定）年３月策定）

●茨木市都市計画●茨木市都市計画●茨木市都市計画●茨木市都市計画マスタープラン（令和２年３月中間見直し）マスタープラン（令和２年３月中間見直し）マスタープラン（令和２年３月中間見直し）マスタープラン（令和２年３月中間見直し）

施策４施策４施策４施策４ 現状の居住誘導区域の維持現状の居住誘導区域の維持現状の居住誘導区域の維持現状の居住誘導区域の維持

取組取組取組取組15 無秩序な居住地域の拡大の抑制無秩序な居住地域の拡大の抑制無秩序な居住地域の拡大の抑制無秩序な居住地域の拡大の抑制(当該地は居住誘導区域外当該地は居住誘導区域外当該地は居住誘導区域外当該地は居住誘導区域外)

居住誘導区域外は、住宅開発を抑制するために必要な措置を講じるとともに大規模な土地利用転換に
あたっては、住宅以外の適切な土地利用を誘導するため、開発者と協議調整を行い、地区計画などの都
市計画制度を適切に活用します。
なお、彩都東部地区では、区画整理事業の実施に伴う民間事業者の産業系の土地利用により、新たな
雇用の創出が期待されます。

都市づくりプランテーマ②都市づくりプランテーマ②都市づくりプランテーマ②都市づくりプランテーマ② 無秩序な開発を抑制し、計画的な市街地整備を進める無秩序な開発を抑制し、計画的な市街地整備を進める無秩序な開発を抑制し、計画的な市街地整備を進める無秩序な開発を抑制し、計画的な市街地整備を進める

行政施策
展開方針

 社会経済情勢に応じた土地利用誘導の検討社会経済情勢に応じた土地利用誘導の検討社会経済情勢に応じた土地利用誘導の検討社会経済情勢に応じた土地利用誘導の検討

地域の土地利用形態の実情を鑑み、適宜・適切に用途地域等の見直しを行います。

 地区計画や土地区画整理事業等による地域の特性に応じた市街地形成地区計画や土地区画整理事業等による地域の特性に応じた市街地形成地区計画や土地区画整理事業等による地域の特性に応じた市街地形成地区計画や土地区画整理事業等による地域の特性に応じた市街地形成
地区計画や土地区画整理事業等の制度を活用し、地域特性に応じた都市づくりを推
進します。

都市づくりプランテーマ⑦都市づくりプランテーマ⑦都市づくりプランテーマ⑦都市づくりプランテーマ⑦ 都市の活力を高める産業を創り、守り育てる都市の活力を高める産業を創り、守り育てる都市の活力を高める産業を創り、守り育てる都市の活力を高める産業を創り、守り育てる

行政施策
展開方針

 企業立地を促進する新たな土地利用の推進企業立地を促進する新たな土地利用の推進企業立地を促進する新たな土地利用の推進企業立地を促進する新たな土地利用の推進
彩都中部・東部地区については、新名神高速道路の整備などを契機として、都市の競争力
を高めるための産業振興に向け、研究施設、生産施設及び物流施設等の集積を目指します。
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茨木市

●都市●都市●都市●都市計画変更計画変更計画変更計画変更のののの必要性と目的必要性と目的必要性と目的必要性と目的

新名神高速道路の整備などを契機として、都市の競争力を高新名神高速道路の整備などを契機として、都市の競争力を高新名神高速道路の整備などを契機として、都市の競争力を高新名神高速道路の整備などを契機として、都市の競争力を高

めるための産業振興に向け、民間の活力を活用し、めるための産業振興に向け、民間の活力を活用し、めるための産業振興に向け、民間の活力を活用し、めるための産業振興に向け、民間の活力を活用し、研究施設、研究施設、研究施設、研究施設、

生産施設及び物流施設等の集積を目指す彩都東部地区の一部生産施設及び物流施設等の集積を目指す彩都東部地区の一部生産施設及び物流施設等の集積を目指す彩都東部地区の一部生産施設及び物流施設等の集積を目指す彩都東部地区の一部

区域において、土地区域において、土地区域において、土地区域において、土地区画整理事業による計画的な都市的土地利区画整理事業による計画的な都市的土地利区画整理事業による計画的な都市的土地利区画整理事業による計画的な都市的土地利

用の形成が確実と見込まれること用の形成が確実と見込まれること用の形成が確実と見込まれること用の形成が確実と見込まれることからからからから、、、、必要必要必要必要なななな都市計画変更都市計画変更都市計画変更都市計画変更をををを

行う。行う。行う。行う。

２ 都市計画変更の必要性と目的
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茨木市３ 都市計画変更案

1. 土地区画整理事業 [市決定]

2. 土地区画整理促進区域 [市決定]

3. 用途地域 [市決定]

4. 高度地区 [市決定]

5. 防火地域及び準防火地域 [市決定]

6. 都市高速鉄道 [府決定]

7. 道路 [府決定][市決定]

8. 公園 [市決定]

9. 地区計画 [市決定]
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茨木市３ 都市計画変更案

• 新たな土地利用計画（案）を
踏まえ、「産業集積地区１、２」、
「広域・沿道型商業・業務地区」
などに変更

• 新名神高速道路として整備済
みの区域を除外 など

凡 例

業務施設地区

広域・沿道型商業・業務地区

産業集積地区１

産業集積地区２

公園・緑地 等

除外する区域

東部地区

1.1.1.1.土地土地土地土地区画整理区画整理区画整理区画整理事業事業事業事業
［［［［市決定市決定市決定市決定］］］］

変更する区域
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茨木市３ 都市計画変更案

除外する区域

新たな土地利用計画（案）及び
立地適正化計画を踏まえ、居住
誘導区域から除外した中部地
区と東部地区を土地区画整理
促進区域から除外

凡 例

業務施設地区

広域・沿道型商業・業務地区

産業集積地区１

産業集積地区２

公園・緑地 等

2.2.2.2.土地土地土地土地区画整理促進区画整理促進区画整理促進区画整理促進区域区域区域区域
［［［［市決定市決定市決定市決定］］］］

東部地区

中部地区

12/26



茨木市

現行

■：第一種低層住居専用地域
■：第二種中高層住居専用地域
■：第二種住居地域
■：商業地域

■：準工業地域
建ぺい率 60％、容積率 200％

■：工業地域
建ぺい率 60％、容積率 200％

新たな土地利用計画(案)を踏まえ、住宅系・商業系用途地域から準工業地域又は
工業地域に変更

３ 都市計画変更案

3.3.3.3.用途地域用途地域用途地域用途地域 ［市決定］［市決定］［市決定］［市決定］

変更案

変更する区域
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茨木市

変更する区域

第１種高度地区 10ｍ+北側斜線
第４種高度地区 22ｍ+北側斜線
第５種高度地区 22ｍ
第７種高度地区 31ｍ

３ 都市計画変更案

用途地域の変更に合わせ、準工業地域は第５種高度地区、工業地域は第３種
高度地区に変更

4.4.4.4.高度地区高度地区高度地区高度地区 ［市決定］［市決定］［市決定］［市決定］

現行 変更案

第３種高度地区 16ｍ
第５種高度地区 22ｍ

変更する区域
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茨木市

防火地域
準防火地域
無指定

３ 都市計画変更案

用途地域の変更に合わせ、準防火地域に変更

5.5.5.5.防火地域及び準防火地域防火地域及び準防火地域防火地域及び準防火地域防火地域及び準防火地域 ［市決定］［市決定］［市決定］［市決定］

現行 変更案

変更する区域

準防火地域
無指定 15/26



茨木市

中部駅(廃止)

山手台車庫(廃止)

東センター駅(廃止)

国際文化公園都市
モノレール(廃止)

彩都西駅
供用済

廃 止

廃 止

N

３ 都市計画変更案

住居系から産業・業務系への土地利用変更により、需要と採算性が見込めないため、
国際文化公園都市モノレールの彩都西駅～東センター駅の区間及び山手台車庫を廃止

6.6.6.6.都市高速鉄道都市高速鉄道都市高速鉄道都市高速鉄道 ［府決定］［府決定］［府決定］［府決定］
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茨木市

変更前
変更後
廃 止

中部駅前
交通広場(廃止)

国文都市３号線

３ 都市計画変更案

新たな土地利用計画（案）を踏まえ、茨木箕面丘陵線と上郡佐保線の線形等の変更、
国文都市１号線、２号線、国際文化公園都市モノレール専用道（彩都西駅から東センター駅）
の廃止及び国文都市３号線の延長等を変更

7.7.7.7.道路道路道路道路 ［府決定］［市決定］［府決定］［市決定］［府決定］［市決定］［府決定］［市決定］

(府)上郡佐保線
16ｍ（変更なし）

国文都市1号線(廃止)

（府）東センター駅前
交通広場(廃止)

(府)茨木箕面丘陵線
42ｍ→25ｍ

国文都市２号線(廃止)

（府）国際文化公園都市
モノレール専用道(廃止)
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茨木市

彩都東部公園
約11.2ha(決定)

東部中央公園
約6.2ha(廃止)

国文都市3号公園
約2.2ha(廃止)

決 定
廃 止

国文都市2号公園
約2.8ha(廃止)

３ 都市計画変更案

椿山

新たな土地利用計画（案）を踏まえ、国文都市２号公園、３号公園及び東部中央公園を
廃止し、新たに彩都東部公園を総合公園として決定

8.8.8.8.公園公園公園公園 ［市決定］［市決定］［市決定］［市決定］
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茨木市３ 都市計画変更案

新たに地区整備計画を指定する区域

施設導入
地区

業務施設地区

産業集積地区1-1

広域・沿道型商業・業務地区

• 準備組合が設立されている
中央西地区において、地区整
備計画を指定

• モノレールに関する都市計画
の廃止に伴い、中央東地区に
おいて、地区整備計画を拡大

9.9.9.9.地区計画地区計画地区計画地区計画 ［［［［市決定市決定市決定市決定］］］］

中央西地区 中央東地区
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茨木市３ 都市計画変更案

9.9.9.9.地区計画地区計画地区計画地区計画 ［［［［市決定市決定市決定市決定］］］］

地区の地区の地区の地区の
細区分細区分細区分細区分

細区分の名称細区分の名称細区分の名称細区分の名称 施設導入地区施設導入地区施設導入地区施設導入地区

細々区分の名称 広域・沿道型商業・業務地区 産業集積地区１-１

面積 約31.4ha 約78.9ha

地
区
整
備
計
画

地
区
整
備
計
画

地
区
整
備
計
画

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途の制限

建築してはならない建築物等
• 住宅等
• 畜舎
• 商業地域に建築してはならな

い工場等
• 風営法関係
• 神社、寺院等
• 卸売市場、火葬場等

建築してはならない建築物等
• 住宅等
• 風営法関係
• 自動車教習所
• 学校、図書館等
• 神社、寺院等
• 老人ホーム等
• 診療所、病院
• 遊戯・娯楽施設等
• ホテル等
• 卸売市場、火葬場等

敷地面積の最低限度 1,000㎡

壁面の位置の制限 建築物の外壁等から道路境界線までの距離は３ｍ又は１ｍ以上

かき又はさくの構造の
制限

１ ネットフェンス等、開放性のあるものとする
２ 土留め擁壁もしくは石積みを設置する場合は、道路境界から

0.5ｍ以上植栽可能な空地を設けるものとする

建築物等の形態又は
意匠の制限

屋外広告物は、一点30㎡以下かつ同一壁面面積の10分の1以下

＜新たに指定する区域の地区整備計画の概要＞＜新たに指定する区域の地区整備計画の概要＞＜新たに指定する区域の地区整備計画の概要＞＜新たに指定する区域の地区整備計画の概要＞
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茨木市４ 環境への影響

3

2

1

＜＜＜＜予測・評価の方法予測・評価の方法予測・評価の方法予測・評価の方法＞＞＞＞

• 東部地区の全域が整備された時点での、
商業や製造業等の施設稼働に伴う影響を
予測、評価する。

• 東部地区周辺における以下の項目を扱う。

• 前提となる将来交通量は、左図の２路線
３箇所の断面交通量を以下に設定。

①茨木箕面丘陵線 31,000台/日
②茨木箕面丘陵線 24,800台/日
③上郡佐保線 5,600台/日

• 当初決定時の環境影響評価書と同様の手
法により予測、評価することを基本としつつ、
適宜、最新の手法を取り入れる。

大気質大気質大気質大気質
施設稼働と自動車走行の
影響を合算して予測、評価

騒音騒音騒音騒音
施設稼働と自動車走行の
影響を個別に予測、評価

振動振動振動振動
施設稼働と自動車走行の
影響を個別に予測、評価
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茨木市

＜予測項目と予測位置＞＜予測項目と予測位置＞＜予測項目と予測位置＞＜予測項目と予測位置＞

４ 環境への影響

1

2

10

5

4

9

8
6

7

3

大気質大気質大気質大気質
施設稼動及び自動車走行施設稼動及び自動車走行施設稼動及び自動車走行施設稼動及び自動車走行による影響

①佐保

②山手台七丁目

③東福井三丁目

騒音騒音騒音騒音 振動振動振動振動

施設稼動施設稼動施設稼動施設稼動による影響

④山手台三丁目 ⑧佐保

⑤山手台五丁目 ⑨大岩

⑥山手台六丁目 ⑩千提寺

⑦山手台七丁目

自動車走行自動車走行自動車走行自動車走行による影響

①佐保

②山手台七丁目

③東福井三丁目 22/26



茨木市

予測地点予測地点予測地点予測地点 予測予測予測予測
環境保全環境保全環境保全環境保全

目標目標目標目標

①佐保 0.0298 0.04～
0.06

もしくは
それ以下

②山手台七丁目 0.0304

③東福井三丁目 0.0308

• 二酸化窒素二酸化窒素二酸化窒素二酸化窒素

• 浮遊粒子状物質浮遊粒子状物質浮遊粒子状物質浮遊粒子状物質

【【【【ppmppmppmppm】】】】

【【【【ppmppmppmppm】】】】

４ 環境への影響

3

1

2

予測地点予測地点予測地点予測地点 予測予測予測予測
環境保全環境保全環境保全環境保全

目標目標目標目標

①佐保 0.0620

0.1以下②山手台七丁目 0.0620

③東福井三丁目 0.0621

＜予測＜予測＜予測＜予測結果＞結果＞結果＞結果＞

施設稼働及び自動車走行による影響は、
下記のとおり、環境保全目標を満足する

大気質大気質大気質大気質
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茨木市

地地地地 点点点点 時間帯時間帯時間帯時間帯 予測予測予測予測
環境環境環境環境保全保全保全保全

目標目標目標目標

①佐保
昼間 49 65
夜間 42 60

②山手台七丁目
昼間 53 60
夜間 45 55

③東福井三丁目
昼間 68 70
夜間 61 65

４ 環境への影響

• 施設騒音施設騒音施設騒音施設騒音

• 道路交通騒音道路交通騒音道路交通騒音道路交通騒音

【【【【dBdBdBdB】】】】

【【【【dBdBdBdB】】】】

3

1

2

10

5

4

9

8
6

7

地地地地 点点点点 予測予測予測予測
環境環境環境環境保全保全保全保全

目標目標目標目標

④山手台三丁目 42
朝夕：45
昼間：50

⑤山手台五丁目 40
⑥山手台六丁目 34
⑦山手台七丁目 36
⑧佐保 41

朝夕：50
昼間：55

⑨大岩 38
⑩千提寺 41

＜予測＜予測＜予測＜予測結果＞結果＞結果＞結果＞
自動車走行と施設稼働による影響は、

下記のとおり、環境保全目標を満足する

騒音騒音騒音騒音
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茨木市４ 環境への影響

• 施設振動施設振動施設振動施設振動 【【【【dBdBdBdB】】】】

• 道路交通振動道路交通振動道路交通振動道路交通振動 【【【【dBdBdBdB】】】】

地地地地 点点点点 時間帯時間帯時間帯時間帯 予測予測予測予測
環境環境環境環境保全保全保全保全

目標目標目標目標

① 佐保
昼間 39 65
夜間 35 60

② 山手台七丁目
昼間 44 65
夜間 39 60

③ 東福井三丁目
昼間 42 65
夜間 34 60

3

1

2

地地地地 点点点点 予測予測予測予測
環境環境環境環境保全保全保全保全

目標目標目標目標

④ 山手台三丁目 42

昼間：60

⑤ 山手台五丁目 40
⑥ 山手台六丁目 34
⑦ 山手台七丁目 36
⑧ 佐保 41
⑨ 大岩 38
⑩ 千提寺 41

10

5

4

9

8
6

7

＜予測＜予測＜予測＜予測結果＞結果＞結果＞結果＞
自動車走行と施設稼働による影響は、

下記のとおり、環境保全目標を満足する

振動振動振動振動
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茨木市５ スケジュール

〈〈〈〈大阪府決定大阪府決定大阪府決定大阪府決定〉〉〉〉〈〈〈〈茨木市決定茨木市決定茨木市決定茨木市決定〉〉〉〉

都市計画変更告示都市計画変更告示都市計画変更告示都市計画変更告示

都市計画案の縦覧・意見書提出

府都市計画審議会

市都市計画審議会

地元説明会

公聴会地区計画原案の縦覧
意見書提出

令和元年12月
８日＠山手台コミセン

参加市民：71人
９日＠市役所

参加市民：28人

公述の申出がなかったため
開催されず

令和２年４月13日
～４月27日

縦覧 ０人
意見書 ０件

令和２年７月８日

令和２年８月（予定）

令和２年９月（予定）

令和２年１月24日
～２月７日

意見書の提出は
２月14日まで
縦覧 ０人
意見書 ０件
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